
京都市市民緑地条例（令和４年３月３０日京都市条例第   号）（建設局みどり政策推

進室） 

  都市緑地法の規定に基づく市民緑地を設置することに伴い，当該市民緑地の管理につ 

 いて必要な事項を定めることとしました。 

  主な内容は，次のとおりです。 

 １ 指定管理者による管理について 

 ２ 市民緑地の管理について 

 ３ 利用料金について 

  この条例は，市規則で定める日から施行することとしました。 

  なお，利用料金の承認の申請その他指定管理者に市民緑地の管理を行わせるために必 

要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができることとしました。 
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京都市市民緑地条例を公布する。 

 令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市民緑地条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，本市が締結した市民緑地契約（都市緑地法第５５条第１項に規定す

る市民緑地契約をいう。以下同じ。）に定めるもののほか，市民緑地（同項に規定する市

民緑地をいう。以下同じ。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者による管理） 

第２条 市民緑地の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

⑴ 市民緑地の供用に係る業務 

⑵ 市民緑地の維持管理に係る業務 

⑶ その他市長が必要と認める業務 

（行為の制限） 

第３条 市民緑地において，次に掲げる行為（市民緑地契約に基づき市民緑地を利用する

場合を除く。）をしようとする者は，指定管理者の許可を受けなければならない。 

⑴ 業として写真又は映画を撮影すること。 

⑵ 興行を行うこと。 

 ⑶ 競技会，集会，展示会，博覧会その他これらに類する催しのために市民緑地の全部

又は一部を独占して利用すること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか，工作物，物件又は施設を設けて市民緑地を利用するこ

と。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，行為の目的，行為の期間，行為を行う場所，行為

の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による許可を受けた者は，許可を受けた事項を変更しようとするときは，

その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して，その許可を受けなければな
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らない。 

４ 指定管理者は，第１項各号に掲げる行為が公衆の市民緑地の利用に支障を及ぼさない

と認める場合に限り，第１項又は前項の許可を与えることができる。 

５ 指定管理者は，第１項又は第３項の許可に市民緑地の管理上必要な範囲内で条件を付

することができる。 

（行為の禁止） 

第４条 市民緑地においては，次に掲げる行為（市民緑地契約に基づき市民緑地を利用す

る場合を除く。）をしてはならない。ただし，前条第１項又は第３項の規定による許可を

受けたときは，この限りでない。 

⑴ 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し，又は損壊すること。 

⑵ 竹木を伐採し，又は土石若しくは植物を採取すること。 

⑶ 鳥獣の類を捕獲し，又は殺傷すること。 

⑷ 立入禁止区域に立ち入ること。 

⑸ ごみその他の汚物を捨てること。 

⑹ たき火をし，又は火気をもてあそぶこと。 

⑺ 貼り紙若しくは貼り札をし，又は広告を表示すること。 

⑻ 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ，又は留め置くこと。 

⑼ 市民緑地をその用途外に使用すること。 

⑽ 前各号に掲げるもののほか，市民緑地の利用及び管理に支障がある行為をすること。 

（利用の禁止及び制限） 

第５条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，区域を定めて市民緑地の

利用を禁止し，又は制限することができる。 

⑴ 市民緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。 

⑵ 市民緑地に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。 

⑶ その他市民緑地の管理上必要と認めたとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，市民緑地の管理上の理由以外の理由に基づき公益上特

に必要と認めたとき。 

（利用料金） 

第６条 第３条第１項又は第３項の規定による許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は，指定管理者に対し，その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなけ



ればならない。 

２ 利用料金は，別表に掲げる額の範囲内において，指定管理者が市長の承認を得て定め

るものとする。 

（利用料金の還付） 

第７条 既に支払われた利用料金は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当す

るときは，この限りでない。 

 ⑴ 第９条第２項の規定による処分をし，又は同項の規定による必要な措置を命じたと

き。 

⑵ 災害その他の不可抗力により利用することができなくなったとき。 

⑶ 利用者が利用を開始する日の７日前までに利用の取消しを申し出たとき。 

⑷ その他市長が特別の理由があると認めたとき。 

（利用料金の減免） 

第８条 指定管理者は，市長が特別の理由があると認めるときは，利用料金を減額し，又

は免除することができる。 

（監督処分） 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，第３条第１項又は第３項の

規定によってした許可を取り消し，その効力を停止し，若しくはその条件を変更し，又

は行為の中止，原状回復，市民緑地からの退去その他違反を是正するために必要な措置

を命じることができる。 

⑴ この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分

に違反している者 

⑵ 第３条第５項の規定により付された条件に違反している者 

⑶ 偽りその他不正な手段により第３条第１項又は第３項の規定による許可を受けた

者 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，利用者に対し前項に規定す

る処分をし，又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。 

⑴ 市民緑地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

⑵ 市民緑地の保全又は公衆の市民緑地の利用に著しい支障が生じた場合 

 ⑶ 市民緑地の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 

（地位の譲渡等の禁止） 



円 

第１０条 利用者は，その地位を譲渡し，又は他人に利用させることができない。 

（委任） 

第１１条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し

必要な事項は，市長が定める。 

（過料） 

第１２条 第９条第１項又は第２項の規定による市長の命令に違反した者に対しては，１

０，０００円以下の過料を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 利用料金の承認の申請その他指定管理者に市民緑地の管理を行わせるために必要な準

備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。 

別表（第６条関係） 

（建設局みどり政策推進室） 

区     分 利 用 単 位 単位時間 利 用 料 金 

業 と し て 行 う 写 真 撮 影 
１ 回 １ 時 間 

３，８００ 

業 と し て 行 う 映 画 撮 影 ７，８００ 

興行，競技会，集会，展示会，博覧

会その他これらに類する催し １平方メートル １ 日 １３０ 

工作物，物件又は施設の設置 

その他の市民緑地の占用又は利用 別に定める。 


